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通所型サービスにおける人員、設備、運営基準について 

１． サービスの類型 

（１） 介護予防通所サービス（予防デイ） 

身体介護と、心身機能をはじめとする生活機能の維持、向上及び社会参加のための多様

な機能訓練を行う。 

① 対象者 

次のいずれにも該当する６５歳以上の高齢者 

・ 事業対象者等（事業対象者、要支援１、要支援２） 

・ 入浴、排せつ、食事において、身体に直接触れて行う身体介護が日常的に必要

な方 

※日常的に必要・・・その生活行為を行うときはいつも身体介護が必要なことをいい、

２４時間３６５日必要という意味ではない。 

② 提供サービス 

・ 身体介護（入浴、排せつ、食事） 

・ 利用者の心身機能、生活機能、社会参加にバランスよく働きかけるための事業

所ごとの特色ある多様な機能訓練。 

③ 利用時間 

１回あたり５時間未満。 

 

（２） 元気向上通所サービス（元気デイ） 

心身機能をはじめとする生活機能の維持、向上及び社会参加のための多様な機能訓練

を行う。 

① 対象者 

次のいずれにも該当する６５歳以上の高齢者 

・ 事業対象者等（事業対象者、要支援１、要支援２） 

・ 身体介護が必要ない方 

② 提供サービス 

・ 利用者の心身機能、生活機能、社会参加にバランスよく働きかけるための事業

所ごとの特色ある多様な機能訓練。 

・ 入浴は、ケアプランへの位置づけがあればサービスとして提供が可能。位置づ

けがなければ自費による提供となる。 

③ 利用時間 

１回あたり２時間以上３時間未満、又は、３時間以上５時間未満。 
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２． 事業の基本方針 

（１） 予防デイ 

指定介護予防通所サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すものでなければならない。 

 

（２） 元気デイ 

指定元気向上通所サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことができるよう、生活機能自立のための機能訓練を行うことにより、利

用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも

のでなければならない。 

 

３． 人員に関する基準 

（１） 予防デイ 

① 生活相談員 

ア サービスの提供日ごとに、サービス提供時間内に専従の生活相談員が勤務する時

間数の合計（勤務延時間数）を提供時間数で除して得た数が１以上必要。提供時

間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービ

スが提供されていない時間帯を除く）。 

イ 資格要件については以下のとおり 

・ 社会福祉士 

・ 精神保健福祉士 

・ 社会福祉主事任用資格 

・ 介護福祉士 

・ 介護支援専門員 

・ 社会福祉施設等で３年以上勤務したことのある者 

※ 指定介護予防通所サービス事業所が、指定（地域密着型）通所介護事業所と一体的に

運営されている場合は指定通所介護事業所の生活相談員と兼務可能 

 

② 看護師又は准看護師 

サービス提供単位ごとに専従で１人以上配置 

 

③ 介護職員 

ア 利用者が１５人までの場合 

提供時間を通じて専従で１人以上配置 

イ 利用者が１５人を超える場合 
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１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上 

※ 同一の事業者により、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、通所介

護、予防デイ、元気デイの合計利用者数により配置する。 

④ 機能訓練指導員 

ア １以上配置 

イ 資格要件については以下のとおり 

・ 理学療法士 

・ 作業療法士 

・ 言語聴覚士 

・ 看護職員 

・ 柔道整復師 

・ あん摩マッサージ指圧師 

・ はり師 

・ きゅう師 

※ はり師、きゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所

で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。 

 

⑤ 管理者 

事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、指定介護予防通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予

防通所サービス事業所のほかの職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができる。 

 

（２） 元気デイ 

  元気デイにおいては、看護職員及び生活相談員は配置不要。 

① 介護職員 

（１）③と同様 

 

② 機能訓練指導員 

（１）④と同様 

 

③ 管理者 

 事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

指定元気向上通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定元気向上通

所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 
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４． 設備に関する基準（予防デイ、元気デイ共通） 

事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所サービスの提供に必要なそ

の他の設備及び備品等を備えなければならない。 

（１）食堂及び機能訓練室 

① 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

② ①にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない

広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保でき

る場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

 

（２）相談室 

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

 

（３）消防設備その他の非常災害に際して必要な設備 

   消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しな

ければならない。 

 

５． 運営に関する基準（予防デイ、元気デイ共通） 

・ カッコ内の（第○条）は、各サービスの運営基準要綱（目次ページに記載した③

～⑤の要綱）の関係条文を示している。 

 

（１） 内容及び手続の説明及び同意（第８条） 

事業者は、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、

従業者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

【留意点】 

・ サービスの提供の開始前に、利用申込者又はその家族に重要事項説明書の内容を

説明し同意を得ること。 

・ 利用料について、１割～３割負担の金額表記を適切に行う等により、利用申込者

に誤解を生じさせることがないようにすること。 

 

（２） 提供拒否の禁止（第９条） 

事業者は、正当な理由なく指定介護予防通所サービスの提供を拒んではならない。 
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【留意点】 

・ 要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することはできない。 

・ 提供を拒むことができる正当な理由とは、当該事業所の現員からは利用申込みに

応じ切れない場合、利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外

である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難

な場合である。 

（３） サービス提供困難時の対応（第１０条） 

事業者は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを

提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センタ

ー又は地域包括支援センターからの委託を受けた指定居宅介護支援事業者（以下「地域

包括支援センター等」という。）への連絡、適当な他のサービス事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（４） 受給資格等の確認（第１１条） 

事業者は指定サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によ

って、被保険者資格、要支援認定等（要支援認定又は事業対象者の特定をいう。以下同

じ。）の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。 

 

（５） 要支援認定等の申請に係る援助（第１２条） 

① 事業者は、サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者に

ついては、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われ

ていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。 

② 事業者は、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防支援等」と

いう。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要

支援認定の更新の申請又は事業対象者の特定が、遅くとも当該利用者が受けている要

支援認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

 

（６） 心身の状況等の把握（第１３条） 

事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催

するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（７） 地域包括支援センター等との連携（第１４条） 

① 事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

② 事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指
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導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及

び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

 

（８） 第１号事業支給費の支給を受けるための援助（第１５条） 

事業者は、サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予

防サービス計画又は介護予防サービス・支援計画書（以下「介護予防サービス計画等」と

いう。）の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等に

より、第１号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援

センターに関する情報を提供することその他の第１号事業支給費の支給を受けるために

必要な援助を行わなければならない。 

 

（９） 介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供（第１６条） 

事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介

護予防通所サービスを提供しなければならない。 

 

（１０） 介護予防サービス計画等の変更の援助（第１７条） 

事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係

る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

 

（１１） サービスの提供の記録（第１８条） 

① 事業者は、サービスを提供した際には、提供日及び内容、当該サービスについて第１

号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した

書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

② 事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録す

るとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

（１２） 利用料等の受領（第１９条） 

① 事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防通所サービスに係る第１号事業費用基準

額から当該指定介護予防通所サービス事業者に支払われる第１号事業支給費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

② 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、サービスに係る第１号事業費用基準額との間に、不合

理な差額が生じないようにしなければならない。 

③ 事業者は、①、②の支払を受ける額のほか、次のアからオに掲げる費用の額の支払を

利用者から受けることができる。 
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ア 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

イ 食事の提供に要する費用 

ウ おむつ代 

エ 入浴代（元気デイのみ） 

オ アからエに掲げるもののほか、サービスの提供において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められる費用 

④ ③イに掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等

に関する指針(平成１７年厚生労働省告示第４１９号)に定めるところによるものと

する。 

⑤ 事業者は、③の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意

を得なければならない。 

【留意点】 

・ 利用者に交付する領収証に、基準により算定した費用の額、食事の提供に要した

費用の額、その他費用の額等をそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するこ

と。 

 

（１３） 第１号事業支給費の請求のための証明書の交付（第２０条） 

事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた

場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ

ービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

（１４） 利用者に関する市への通知（第２１条） 

事業者は、サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、

意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

① 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の

程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 

② 偽りその他不正な行為によって第１号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。 

 

（１５） 緊急時等の対応（第２２条） 

従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（１６） 管理者の責務（第２３条） 

① 管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実
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施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

② 管理者は、従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす

る。 

 

（１７） 運営規程（第２４条） 

事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

③ 営業日及び営業時間 

④ 利用定員 

⑤ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑥ 通常の事業の実施地域 

⑦ サービス利用に当たっての留意事項 

⑧ 緊急時等における対応方法 

⑨ 非常災害対策 

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

⑪ その他運営に関する重要事項 

【留意点】 

・ 運営規程について、市への届出が必要な変更が生じた場合は、変更から１０日以

内に届出を行うこと。 

 

（１８） 勤務体制の確保等（第２５条） 

① 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

② 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければな

らない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

③ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

その際、事業者は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

介護員養成研修修了者その他これに類する者（※）を除く。）に対し、認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない（令和６年

３月 31 日までは努力義務）。 

※ 当該義務付けの対象とならない者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介

護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、

医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管
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理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

④ 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

【留意点】 

・ 月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の

生活相談員、看護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確

にすること。 

・ 従業者の資質の向上のための研修の実施が確認できるように、研修記録を保管す

ること。 

 

（１９） 業務継続計画の策定等（第２５条の２）（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

① 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

② 事業者は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

③ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 

（２０） 定員の厳守（第２６条） 

事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（２１） 非常災害対策（第２７条） 

①  事業者は、火災、風水害、地震その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知

するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

② 事業者は、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけれ

ばならない。 

【留意点】 

・ 地震、火災、風水害に関する具体的な計画を立て、定期的に従業者に周知すると

ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 

 

（２２） 掲示（第２８条） 
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① 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

らない。 

② 事業者は、①に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、①の規定による掲

示に代えることができる。 

 

（２３） 広告（第２９条） 

事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なもの

であってはならない。 

 

（２４） 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止（第３０条） 

事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業

者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与し

てはならない。 

 

（２５） 苦情処理（第３１条） 

① 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

② 事業者は、①の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 

③ 事業者は、提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関

して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

④ 事業者は、市からの求めがあった場合には、③の改善の内容を市に報告しなければな

らない。 

⑤ 事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合

会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

⑥ 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑤の改善の内容を

国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

【留意点】 

・ 些細な苦情であっても苦情を受けた場合は、苦情がサービスの質の向上を図る上
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での重要な情報であるとの認識に立ち、その内容を記録し保管すること。 

 

（２６） 地域との連携（第３２条） 

① 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又は その自発的な活動との連

携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

② 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの

苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事

業に協力するよう努めなければならない。 

③ 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス

提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供

を行うよう努めなければならない。 

 

（２７） 虐待の防止（第３２条の２）（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底を図ること。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④ ①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（２８） 会計の区分（第３３条） 

事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、サービスの事業の会計とその他の事

業の会計を区分しなければならない。 

 

（２９） 記録の整備（第３４条） 

① 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

② 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次のアからオに掲げる記録を整備

し、次に定める期間保存しなければならない。 

ア 通所型サービス計画 

当該計画に基づくサービスの提供に係る第１号事業支給費の支給の日から

５年間 

イ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

当該サービスの提供に係る第１号事業支給費の支給の日から５年間 

ウ 利用者に関する市への通知に係る記録 

完結の日から２年間 
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エ 苦情の内容等の記録 

完結の日から２年間 

オ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

完結の日から２年間 

 

（３０） 暴力団の排除のための措置（第３５条） 

事業所は、暴力団員等を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に

当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を

講じなければならない。 

 

（３１） 衛生管理等（第３６条） 

① 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

② 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に定める措置

を講じなければならない。（令和６年３月 31 日までは努力義務） 

ア 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

イ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

ウ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

【留意点】 

・ 浴室用洗剤やトイレ用洗剤については、利用者の誤飲を防止するため、利用者の

目に見えない位置、手の届かない位置に保管すること。 

・ 未使用のオムツ等については、感染症の発生源となる汚物処理室やトイレに保管

せず、清潔と不潔の区分をし別の場所に保管すること。 

 

（３２） 秘密保持等（第３７条） 

① 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

② 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

③ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文

書により得ておかなければならない。 



- 13 - 
 

【留意点】 

・ 従業者が在職中または退職後に業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らす

ことがないよう、誓約書を徴する等により必要な措置を講じること。 

・ 利用者に関する書類を施錠可能なキャビネットに保管することにより、個人情報

の保護を行うこと。 

 

（３３） 事故発生時の対応（第３８条） 

① 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利

用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

② 事業者は、①の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなら

ない。 

③ 事業者は、利用者に対する指定介護予防通所サービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

④ 事業者は、指定介護予防通所サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場

合は、①及び②の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

【留意点】 

・事故報告要領に沿って、市への報告が必要な事故については適切に報告を行うこ

と。 

 

（３４） 基本取扱方針（第３９条） 

① サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われな

ければならない。 

② 事業者は、自らその提供する指定介護予防通所サービスの質の評価を行うとともに、

主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

③ 事業者は、サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の

改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではな

く、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自

立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

④ 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による

サービスの提供に努めなければならない。 

⑤ 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図るこ

とその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけ

に努めなければならない。 

 

（３５） 具体的取扱方針（第４０条） 

サービスの方針は、「２．事業の基本方針」及び（３４）基本取扱方針に基づき、次に
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掲げるところによるものとする。 

① サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス

担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

② 管理者は、①に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、サービ

スの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。 

③ 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当

該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

④ 管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑤ 管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用

者に交付しなければならない。 

⑥ サービスの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を

営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑦ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとす

る。 

⑧ サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行うものとする。 

⑨ 管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも

１か月に１回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対す

るサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計

画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所型サービス

計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、

当該通所型サービス計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」

という。）を行うものとする。 

⑩ 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介

護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければなら

ない。 

⑪ 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更

を行うものとする。 

⑫ ①から⑩までの規定は、⑪の通所型サービス計画の変更について準用する。 

【留意点】 

・ 利用者の心身の状況等を把握していることが確認できるサービス担当者会議やア

セスメントの記録等を保管すること。 

・ 通所型サービス計画の同意について、利用者の家族が代筆する場合は、本人氏名に

加え、代筆者の氏名及び続柄を記載すること。また、サービスの提供開始前に同意
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を得ること。 

・ 介護予防サービス計画に位置づけのないサービス内容を通所型サービス計画に位

置づけないこと。 

 

（３６） サービスの提供に当たっての留意点（第４１条） 

サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事

項に留意しながら行わなければならない。 

① 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおい

て把握された課題、指定介護予防通所サービスの提供による当該課題に係る改善状

況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 

② 事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス

を提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適

切なものとすること。 

③ 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配

慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないととも

に、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面

に最大限配慮すること。 

 

（３７） 安全管理体制等の確保（第４２条） 

① 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に

備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るととも

に、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定め

ておかなければならない。 

② 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなけれ

ばならない。 

③ 事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日

の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなけれ

ばならない。 

④ 事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に

気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（３８） 電磁的記録（第４３条） 

① 事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。）で行うことが想定され

るものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
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って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが

できる。 

② 事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等

の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

６．共生型サービスに関する基準（予防デイ、元気デイ共通） 

・ 元気デイについては、「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」に

読み替える。 

 

（１）人員に関する基準 

① 従業者 

指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事

業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下「指定生活介

護事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型介護予防通所サービスを受ける利用者

（要介護者）の数を含めて当該指定生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指

定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

② 管理者 

各通所型サービスの管理者に関する基準を準用する。なお、共生型介護予防通所サービ

ス事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えない。 

 

（２）設備に関する基準 

指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りる。 

ただし、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要

な設備等について共生型介護予防通所サービスを受ける利用者が使用するものに適した

ものとするよう配慮すること。 

なお、共生型介護予防通所サービスを受ける利用者、障害者又は障害児がそれぞれ利用

する設備を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要。 

 

（３）運営等に関する基準 

① ２．事業の基本方針、５．運営に関する基準を準用する。 

② 共生型介護予防通所サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定

介護予防通所サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

③ 多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者が共に活
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動することで、リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを

踏まえ、共生型サービスは、共生型介護予防通所サービスを受ける利用者、障害者及

び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。 

このため、同じ場所において、サービスを時間によって共生型介護予防通所サービ

スを受ける利用者、障害者及び障害児に分けて提供する場合（例えば、午前中に共生

型介護予防通所サービスを受ける利用者に対して介護予防通所サービス、午後の放課

後の時間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場合）は、共生型サービ

スとしては認められないものである。 
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介護予防通所サービスに係る第１号支給費 

Ⅰ 基本報酬 

 １ 単位数 

介護予防サービス計画等において介護予防通所サービスが必要とされた利用者に対し

て、指定介護予防通所サービス事業所において、介護予防通所サービスを行った場合に、

利用者の状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

 

利用者状態区分 単位数 利用可能回数 

事業対象者 

３８４単位/回 ４回/月 

要支援１ 

要支援２ ３９５単位/回 
元気向上通所サービスと合わせて 

８回/月 

 

 ２ 留意事項 

 （１）介護予防通所サービスの内容 

介護予防通所サービスにおいて提供できるサービスは、次のとおりとする。 

  ① 日常的に支援が必要な利用者に対する日常生活上の支援（入浴、排泄、食事等の身体

介護） 

  ② 利用者の心身機能の維持回復を図るだけでなく、生活機能及び社会参加をみすえた幅

広い機能訓練 

 

 （２）介護予防通所サービスの利用時間 

   利用時間は、利用者の状態区分に関わらず３時間以上５時間未満とする。 

   なお、送迎の時間は利用時間に含まれない。 

 

 （３）他のサービス利用の相互関係 

① 利用者が次のサービスを受けている間は、介護予防通所サービス費は算定しない。 

(ア) 介護予防特定施設入居者生活介護 

(イ) 介護予防小規模多機能型居宅介護 

(ウ) 介護予防認知症対応型共同生活介護 

(エ) 介護予防短期入所生活介護 

(オ) 介護予防短期入所療養介護 

  ② 利用者の状態区分が、事業対象者又は要支援１である場合、当該利用者が元気向上通

所サービスを受けている間は、介護予防通所サービス費は算定しない。 

   ⇒事業対象者、要支援１の利用者は元気向上通所サービスとの併用はできない。 
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（４）複数事業所の利用 

同時に複数の指定介護予防通所サービス事業所の利用は可能。 

ただし、１か月で利用できる事業所は４つまでとする。 

 

（５）サービス利用中の医療機関受診について 

サービス利用時間中には、医療保険で診療を受けることはできない。このような場合、

サービスはそこで中断し、それ以降のサービスについては算定できない。ただし、緊急や

むを得ない場合はこの限りでない。 

なお、一律に機械的に診療等をサービスの前後に組み入れることは、計画上適切ではな

く、利用者の心身の状況、通所サービス計画の見直し等の必要性に応じて行われるべきも

のである。 

 

（６）共生型介護予防通所サービスの報酬について 

・ 指定生活介護事業所        所定単位数の 100 分の 93 

・ 指定自立訓練事業所        所定単位数の 100 分の 95 

・ 指定児童発達支援事業所      所定単位数の 100 分の 90 

・ 指定放課後等デイサービス事業所  所定単位数の 100 分の 90 

 

 

Ⅱ 加算、減算 

 １ 同一建物減算 

（１）単位数 

利用者状態区分 減算単位数 

事業対象者 
３７６単位/月 

要支援１ 

要支援２ ７５２単位/月 

 

（２）算定要件 

指定介護予防通所サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所サー

ビス事業所と同一建物から当該指定介護予防通所サービスに通う者に対し、指定介護予防

通所サービスを行った場合は、利用者の状態区分に応じて、それぞれ所定単位数から減算

する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得

ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外

的に減算を行わない。 
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（３）留意事項 

① 同一建物の定義 

「同一建物」とは、当該指定介護予防通所サービス事業所と構造上又は外形上、一体的

な建築物を指すものであり、具体的には当該建物の１階部分に指定介護予防通所サービ

ス事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地

内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

② 例外的に減算対象とならない場合とは、具体的には、傷病により一時的に歩行困難と

なった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難であ

る者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定介護予防通所

サービス事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られる。この場合、２人以上の従

業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、地域包括支

援センター等とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所

サービス計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等につ

いて、記録しなければならない。 

 

 ２ 定員超過利用減算 

（１）単位数 

  基本単位数の７０％（３０％減算） 

 

 （２）算定要件 

   事業所の定員を超過する利用者を受け入れて実施した場合 

 

 （３）留意事項 

定員超過に関する留意事項は、通所介護と同様。 

   ※５５ページ「定員超過利用・人員基準欠如について」を参照 

 

 ３ 人員基準欠如減算 

（１）単位数 

  基本単位数の７０％（３０％減算） 

 

 （２）算定要件 

   看護職員又は介護職員の配置数が基準上満たすべき員数を下回っている場合 

 

 （３）留意事項 

人員基準欠如に関する留意事項は、通所介護と同様。 

   ※５５ページ「定員超過利用・人員基準欠如について」を参照 
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４ 生活機能向上連携加算 

（１）単位数 

加算区分 加算単位数 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 
１００単位/月 

（３月に１回を限度とする） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 
２００単位/月（運動器機能向上加算を算

定している場合には、１００単位/月） 

 

 （２）算定要件 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通

所サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、

かつ、運動器機能向上計画を作成した場合には、①については、利用者の急性増悪等によ

り当該運動器機能向上計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１か月につき、

②については１か月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。また、運動器機能向上加算を算定している場合、①は算定せず、②は１か月につき１

００単位とする。 

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

(ｱ) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が２００

床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在し

ないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以

下「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定介護予防通所サービス事業

所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機

能訓練指導員等」という。）が共同して、利用者の身体状況等の評価及び運動器機能

向上計画の作成を行っていること。 

(ｲ) 運動器機能向上計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能

訓練を適切に提供していること。 

(ｳ) (ｱ)の評価に基づき、運動器機能向上計画の進捗状況等を３か月ごとに１回以上評価

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と運動器機能向上計画の進捗状況

等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

(ｱ) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、指定介護予防通所

サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の身
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体状況等の評価及び運動器機能向上計画の作成を行っていること。 

(ｲ) 運動器機能向上計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能

訓練を適切に提供していること。 

(ｳ) (ｱ)の評価に基づき、運動器機能向上計画の進捗状況等を３か月ごとに１回以上評

価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と運動器機能向上計画の進捗状

況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 （３）留意事項 

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

(ｱ) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士又は医師の助言に基づき、当該指定介護予防通所サービス事業所の機能訓練指導

員等が共同してアセスメント、利用者の身体状況等の評価及び運動器機能向上計画

の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日

常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

(ｲ) 「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患

別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保

健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

(ｳ) 運動器機能向上計画の作成に当たっては、訪問リハビリテーション事業所、通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理

学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入

浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関す

る状況について、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、

指定介護予防通所サービス事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した

動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定介護予防通所サービス事業所の

機能訓練指導員等に助言を行うこと。 

(ｴ) ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤ

Ｌ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、

理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

(ｵ) 運動器機能向上計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を

記載しなければならない。 

(ｶ) 目標については、利用者又はその家族の意向及び地域包括支援センター等の意見も

踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目

標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。 
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(ｷ) 運動器機能向上計画に相当する内容を通所型サービス計画の中に記載する場合は、

その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができる。 

(ｸ) 運動器機能向上計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的

に機能訓練を適切に提供していること。 

(ｹ) 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者

又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得

た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡ

ＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対

応を行うこと。 

(ｺ) 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、機能訓練の進

捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して

運動器機能向上計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

(ｻ) 利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

ること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

(ｼ) 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管さ

れ、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

(ｽ) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は運動器機能向上計画に基づき機能訓練を提供した初回

の月に限り、算定されるものである。なお(ｱ)の助言に基づき運動器機能向上計画を

見直した場合には、本加算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性増悪

等により運動器機能向上計画を見直した場合を除き、初回の月の翌月及び翌々月は

本加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

(ｱ) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、指定介護予防通所

サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身

体状況等の評価及び運動器機能向上計画の作成を行っていること。その際、理学療

法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する

助言を行うこと。 

(ｲ) 「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾

患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人
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保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

 (ｳ) 運動器機能向上計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を

記載しなければならない。 

(ｴ) 目標については、利用者又はその家族の意向及び地域包括支援センター等の意見も

踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標

を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。 

(ｵ) 運動器機能向上計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記

載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができる。 

(ｶ) 運動器機能向上計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機

能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的

に機能訓練を適切に提供していること。 

(ｷ) 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利

用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な

助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当

該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の

変更など適切な対応を行うこと。 

(ｸ) 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定介護予防通所サービス事業所を訪問

し、機能訓練指導員等と共同で機能訓練の進捗状況等について評価した上で、

機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して運動器機能向上計画の内容

（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内

容の見直し等を行うこと。 

(ｹ) 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管さ

れ、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

(ｺ) 運動器機能向上加算を算定している場合は、別に運動器機能向上計画を作成する

必要はないこと。 

 

 ５ 運動器機能向上加算 

（１）単位数 

  ２２５単位/月 

 

 （２）算定要件 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器

の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維

持又は向上に資すると認められるもの（以下「運動器機能向上サービス」という。）を行
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った場合に加算する。 

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（以下「理学療法士等」

という。）を１名以上配置していること。 

※ はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員

又は柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置

した事業所で６か月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。 

② 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員

その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。 

③ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が

運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録

していること。 

④ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑤ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 （３）留意事項 

  ① 運動器機能向上サービスを通じて、要支援者等ができる限り要介護状態にならず自立

した日常生活を営むことができるよう支援することが目的であることに留意しつつ行

うこと。 

  ② 運動器機能向上サービスについては、次の(ア)から(ク)までに掲げるとおり実施するこ

と。 

(ア) 看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サービス実施に当たってのリス

ク評価、体力測定等を実施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用

者のニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握すること。 

(イ) 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するためのおおむね３か

月程度で達成可能な目標（以下｢長期目標｣という。）及び長期目標を達成するた

めのおおむね１か月程度で達成可能な目標（以下｢短期目標｣という。）を設定す

ること。 

※ 長期目標及び短期目標については、地域包括支援センター等において作成さ

れた当該利用者に係る介護予防サービス計画と整合性が図れたものとするこ

と。 

(ウ) （２）の②の運動器機能向上計画には、利用者ごとに実施する運動の種類、実施

期間（おおむね３か月間程度）、実施頻度、１回当たりの実施時間、実施形態等

を記載すること。 

また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機能向上サービスの提
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供による効果、リスク、緊急時の対応等も併せて、利用者に対して分かりやす

い形で説明し、同意を得ること。 

なお、運動器機能向上計画に相当する内容を通所型サービス計画の中に記載す

る場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができる。 

(エ) 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを提供する

こと。その際、提供する運動器機能向上サービスについては、国内外の文献等に

おいて介護予防の観点からの有効性が確認されている等の適切なものとするこ

と。 

また、運動器機能向上計画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実

施頻度の変更の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

(オ) 利用者の短期目標に応じて、おおむね１か月間ごとに、利用者の当該短期目標の

達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必

要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行うこと。 

(カ) 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに長期目標の達成度

及び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該

利用者に係る地域包括支援センター等に報告すること。 

(キ) 介護予防マネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要と判断され

た場合に、上記の流れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。 

(ク) 指定介護予防通所サービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向上

計画に従い、利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別

に運動器機能向上加算算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録する

必要はないものとする。 

 

 ６ 生活機能向上グループ活動加算 

（１）単位数 

  １００単位/月 

 

 （２）算定要件 

   次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機

能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施

される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サービス」とい

う。）を行った場合に加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運

動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算の

いずれかを算定している場合は、算定しない。 

① 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定介護予防通所サービス
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事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サー

ビス計画を作成していること。 

② 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複

数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当た

っては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応

じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

③ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っている

こと。 

 

 （３）留意事項 

  ① 当該加算は、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者に対し、生活

機能の向上を目的とした活動をグループで行った場合に算定できる。 

  ② 集団的に行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場合には算定

できない。 

  ③ 指定通所介護の個別機能訓練加算（Ⅰ）と生活機能向上グループ活動サービスを一体

的に提供することはできない。 

  ④ 当該加算を算定する場合は、次の(ア)から(ウ)までを満たすことが必要である。 

(ア) 生活機能向上グループ活動の準備 

(ⅰ) 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できるよう、次に掲げる活動

項目を参考に、日常生活に直結した活動項目を複数準備し、時間割を組むこと。 

（活動項目の例） 

☆家事関連活動 

衣：洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ（ボタンつけ等）等 

食：献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキングヒーター、電気ポット

等）・調理器具（包丁、キッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総菜、

行事食等）、パン作り等 

住：日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガーデニング等 

☆通信・記録関連活動 

機器操作(携帯電話操作、パソコン操作等)、記録作成(家計簿、日記、健康ノート等) 

(ⅱ) 一のグループの人数は６人以下とすること。 

(イ) 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定 

介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員（理学療法士、作業療法 

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師及びこれら 

の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事 
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した経験を有するはり師、きゅう師を含む。）、その他の職種の者（以下「介護職員

等」という。）が生活機能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次の(ⅰ)

から(ⅳ)までに掲げる手順により行うものとする。なお、(ⅰ)から(ⅳ)までの手順に

より得られた結果は、通所型サービス計画に記録すること。 

(ⅰ) 当該利用者が、 

(ａ) 要支援状態に至った理由と経緯 

(ｂ) 要支援状態となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割の内容 

(ｃ) 要支援状態となった後に自立してできなくなったこと若しくは支障を感じ

るようになったこと 

(ｄ) 現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容 

(ｅ) 近隣との交流の状況 

等について把握すること。把握に当たっては、当該利用者から聞き取るほか、家

族や地域包括支援センター等から必要な情報を得るよう努めること。 

(ⅱ) (ⅰ)について把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び到達目標を当該利用

者と共に設定すること。 

到達目標は、概ね３月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標を達成す

るために概ね１月程度で達成可能な目標（以下「短期目標」という。）を設定す

ること。到達目標及び短期目標については、当該利用者の介護予防サービス計画

と整合性のとれた内容とすること。 

(ⅲ) 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達成するために適切な活

動項目を選定すること。当該利用者の活動項目の選定に当たっては、生活意欲を

引き出すなど、当該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。 

(ⅳ) 生活機能向上グループ活動の 

(ａ) 実施時間は、利用者の状態や活動の内容を踏まえた適切な時間とし、 

(ｂ) 実施頻度は１週につき１回以上行うこととし、 

(ｃ) 実施期間は概ね３月以内とする。 

介護職員等は、(ａ)から(ｃ)までについて、当該利用者に説明し、同意を得ること。 

(ウ) 生活機能向上グループ活動の実施方法 

(ⅰ) 介護職員等は、あらかじめ生活機能向上グループ活動に係る計画を作成し、当該

活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上の留意点等を明らかにしておくこと。 

(ⅱ) 生活機能向上グループ活動は、一のグループごとに、当該生活機能向上グループ

活動の実施時間を通じて１人以上の介護職員等を配置することとし、同じグルー

プに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよ

う適切な支援を行うこと。 

(ⅲ) 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時間、実施内容、参加し

た利用者の人数及び氏名等を記録すること。 

(ⅳ) 利用者の短期目標に応じて、概ね１月ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と

生活機能向上グループ活動における当該利用者の客観的な状況についてモニタ
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リングを行うともに、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の修

正を行うこと。 

(ⅴ) 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び(イ)の(ⅰ)の(ｃ)から(ｅ)までの状況等

について確認すること。 

その結果、当該到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生

活機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当する地域包括支援センター

等に報告すること。 

また、当該到達目標を達成していない場合には、達成できなかった理由を明ら

かにするとともに、当該サービスの継続の必要性について当該利用者及び地域包

括支援センター等と検討すること。その上で、当該サービスを継続する場合は、

適切に実施方法及び実施内容等を見直すこと。 

 

 ７ 若年性認知症利用者受入加算 

（１）単位数 

  ２４０単位/月 

 

 （２）算定要件 

   受け入れた若年性認知症利用者（４０歳以上６５歳未満）ごとに個別の担当者を定めて

いるものとして市長に届け出た指定介護予防通所サービス事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防通所サービスを行った場合に算定する。 

 

 （３）留意事項 

  ① 若年性認知症利用者とは、初老期（４０歳以上６５歳未満）における認知症によって

要支援者となった者をいう。 

  ② 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を決め、その者を中心に、当該利

用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

  ③ 個別の担当者とは、若年性認知症利用者を担当する者のことで、事業所の介護職員の

中から定める。人数や資格等の要件は問わない。 

④ ６５歳以上となると加算の対象とはならない。加算の対象となるのは、６５歳の誕生

日の前々日が属する月までである。 

 

８ 栄養アセスメント加算 

（１）単位数 

  ５０単位/月 

 

 （２）算定要件 
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   次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た事業所において、

利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低

栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。）を行った場合。ただし、

当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

①当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 

② 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明

し、相談等に必要に応じ対応すること。 

③ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。 

④ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 （３）留意事項 

① 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象

事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件と

して規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名

以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養

士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を

１名以上配置して行うものであること。 

② 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、(ア)から(ｴ)までに掲げる手順により

行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

(ｱ) 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

(ｲ) 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題

の把握を行うこと。 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべ

き栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

(ｴ) 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、地域包括支援セ

ンター等と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討す

るように依頼すること。 

③ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている

間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算
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定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算

に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の

算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

④ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。） を用いて行うことと

する。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を

参照されたい。 

⑤ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の

提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の

見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの

質の管理を行うこと。 

 

９ 栄養改善加算 

（１）単位数 

  ２００単位/月 

 

（２）算定要件 

   次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的

として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の

維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行った

場合に加算する。 

① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 

② 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相

談員その他の職種の者（以下「管理栄養士等」という。）が共同して、利用者ごとの摂

食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

③ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄

養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録

していること。 

④ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑤ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。 
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 （３）留意事項 

  ① 当該事業所の職員として又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限

る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する

員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置して

いるものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、

運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置し

て行うものであること。 

② 栄養改善加算を算定できる利用者は次のとおり 

次のアからオのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認

められる者とすること。 

ア ＢＭＩ値が１８．５未満である者 

イ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」に規定する基本チェックリスト(11)の項目が「１」に該当する者 

ウ 血清アルブミン値が３．５ｇ／㎗以下である者 

エ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

オ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記アからオのいずれかの項目に

該当するかどうか、適宜確認されたい。 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリスト(13)(14)(15)のいずれかの

項目において「１」に該当する者などを含む） 

・生活機能の低下の問題 

・褥瘡に関する問題 

・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題（基本チェックリスト(16)(17)のいずれかの項目において「１」

に該当する者などを含む） 

・認知症の問題（基本チェックリスト(18)(19)(20)のいずれかの項目において「１」

に該当する者などを含む） 

・うつの問題（基本チェックリスト(21)～(25)のいずれかの項目において２項目以

上「１」に該当する者などを含む） 

  ③ 栄養改善サービスについては、次の(ア)から(カ)までに掲げるとおり実施すること。 

   (ア) 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

(イ) （２）の②の栄養ケア計画は、利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者

ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題

の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に

関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を



- 33 - 
 

記載すること。 

また、作成した栄養ケア計画については、利用者に対して分かりやすい形で説明し、

同意を得ること。 

なお、栄養ケア計画に相当する内容を通所型サービス計画の中に記載する場合は、

その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる。 

(ウ) 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供する

こと。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正するこ

と。 

(エ) 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課

題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該

利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主

として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供する

こと。 

(オ) 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむ

ね３か月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を地域包括

支援センター等や主治の医師に対して情報提供すること。 

(カ) 指定介護予防通所サービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従

い、管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄

養改善加算算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとす

る。 

④ 栄養改善サービスの開始からおおむね３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄

養状態が改善せず、②「栄養改善加算を算定できる利用者」のアからオまでのいずれか

に該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養

改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提

供する。 

⑤ 栄養ケア計画に定める栄養改善サービスをおおむね３か月間実施した時点で栄養状態

の改善状況について評価を行い、その結果を地域包括支援センター等に報告するととも

に、栄養状態に係る課題が解決され、栄養改善サービスを継続する必要性が認められな

い場合は、栄養改善サービスを終了するものとする。 

 

１０ 口腔・栄養スクリーニング加算 

（１）単位数 

   

加算区分 加算単位数 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位/回（６月ごとに１回算定） 
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口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位/回（６月ごとに１回算定） 

 

（２）算定要件 

次の基準に適合している指定介護予防通所サービス事業所の従業者が、利用開始時及び

利用中６か月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリー

ニングを行った場合。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・

栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

① 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

(ア) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当

該利用者の口腔の状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下している

おそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当

する地域包括支援センター等に提供していること。 

(イ) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用

者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状

態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する地域包括支援センター等に

提供していること。 

(ウ) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

(エ) 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

(ⅰ) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは

選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間で

ある若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

(ⅱ) 当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に

係る口腔機能向上サービスを受けている間又は当該口腔機能向上サービスが終

了した日の属する月であること。 

② 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

次の(ア)又は(イ)のいずれかに適合すること。 

(ア) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(ⅰ) ①(ア)及び(ウ)に掲げる基準に適合すること。 

(ⅱ) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が

栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属す

る月であること。 

(ⅲ)  算定日が属する月が、当該利用者が、口腔機能向上加算若しくは選択的サービ

ス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口

腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

(イ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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(ⅰ) ①(イ)及び(ウ)に掲げる基準に適合すること。 

(ⅱ) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利

用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改

善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月

ではないこと。 

(ⅲ) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス

複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔

機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

 

（３）留意事項 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口

腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニン

グ」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに

留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に

実施すべきものであること。ただし、大臣基準第 19号の２ロに規定する場合にあっては、

口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニン

グ加算(Ⅱ)を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、そ

れぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を地域包括支援センター等に対し、提供する

こと。 

(ア) 口腔スクリーニング 

(ⅰ) 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

(ⅱ) 入れ歯を使っている者 

(ⅲ) むせやすい者 

(イ) 栄養スクリーニング 

(ⅰ) ＢＭＩが １８．５ 未満である者 

(ⅱ) １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）

に規定する基本チェックリストの№１１ の項目が「１」に該当する者 

(ⅲ) 血清アルブミン値が ３．５ｇ／dl 以下である者 

(ⅳ) 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で

決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又

は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの

結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る
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口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング

加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できる。 

１１ 口腔機能向上加算 

（１）単位数 

加算区分 加算単位数 

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位/月 

 

（２）算定要件 

   次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下

している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目

的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する

訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら

れるもの（以下「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

① 口腔機能向上加算（Ⅰ） 

(ア)  言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員（以下「言語聴覚士等」という。）を１名以

上配置していること。 

(イ)  利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理

指導計画を作成していること。 

(ウ)  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士等が口腔機能向上サー

ビスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

(エ)  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

(オ)  定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。 

② 口腔機能向上加算（Ⅱ） 

（ア）①(ア)から(オ)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(イ) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機

能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有

効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

（３）留意事項 

 ① 口腔機能向上加算を算定できる利用者は次のとおり 

次のアからウのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要

と認められる者とする。 
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ア 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目におい

て「１」以外に該当する者 

イ 「地域支援事業の実施について」に規定する基本チェックリストの口腔機能に関

連する(13)、(14)、(15)の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者 

ウ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

  ② 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、

必要に応じて、地域包括支援センター等を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、

受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。 

③ 歯科医療を受診している場合であって、次のア又はイのいずれかに該当する場合にあっ

ては、加算は算定できない。 

(ア) 医療保険（歯科診療報酬点数表）の「摂食機能療法」を算定している場合 

(イ) 「摂食機能療法」を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービス

として「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合 

④ 口腔機能向上サービスについては、次のアからカまでに掲げるとおり実施すること。 

(ア) 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

(イ)（２）の①（イ）の口腔機能改善管理指導計画は、利用開始時に、言語聴覚士等が中

心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握

を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して取り組むべき事項等を記載すること。 

また、作成した口腔機能改善管理指導計画については、利用者に対して分かりやすい

形で説明し、同意を得ること。 

なお、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所型サービス計画の中に記載す

る場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができる。 

(ウ) 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利用者ごとに口腔機能向上サー

ビスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば

直ちに当該計画を修正すること。 

(エ) 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、お

おむね３か月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果を地域包括支援センター

等や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

  (オ) 指定介護予防通所サービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指

導計画に従い、言語聴覚士等が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記

録とは別に口腔機能向上加算算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必

要はないものとする。 

(カ) 口腔機能向上サービスの開始からおおむね３月ごとの利用者の口腔機能の評価の
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結果、次の(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士等が

サービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認

められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

 (ⅰ) 口腔清掃・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる

状態の者 

 (ⅱ) 口腔機能向上サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれの

ある者 

 ⑤ 口腔機能改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３か月間実施した

時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を地域包括支援センター等に報告するとと

もに、口腔機能向上に係る課題が解決され、口腔機能向上サービスを継続する必要性が認

められない場合は、口腔機能向上サービスを終了するものとする。 

 ⑥ 加算の目的・趣旨に沿った計画書の作成や実施内容及び様式例については、厚生労働省

の通知を参照。（口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について） 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。） を用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３

年３月 16 日老老発 0316 第４号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。 

⑧ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、

利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該決定に基づく支援の

提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の内容の見

直し・改善（Action）の一連のサイクル（PDCA サイクル）により、サービスの質の管理

を行うこと。 

 

１２ サービス提供体制強化加算  ※支給区分限度額管理の対象外 

（１）単位数  

加算区分 
事業対象者 

要支援１ 
要支援２ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ８８単位/月 １７６単位/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ７２単位/月 １４４単位/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ２４単位/月 ４８単位/月 

 

 （２）算定要件 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防

通所サービス事業所が利用者に対し指定介護予防通所サービスを行った場合は、当該基
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準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて所定単位数を加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

①  サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

(ア) 以下のいずれかに適合すること。 

(ⅰ) 指定介護予防通所サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の７０以上であること。 

(ⅱ) 指定介護予防通所サービス事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上

の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。 

(イ) 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。 

② サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

(ア) 指定介護予防通所サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が１００分の５０以上であること。 

(イ) ①の(イ)の基準に適合すること。 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

(ア)以下のいずれかに適合すること。 

(ⅰ) 指定介護予防通所サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が１００分の４０以上であること。 

(ⅱ) 指定介護予防通所サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

７年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。 

(イ) ①の(イ)の基準に適合すること。 

 

（３）留意事項 

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の

平均を用いることとする。 

よって、加算を算定している年度の途中に、異動や離職等により、職員の割合が所定の

割合を下回った場合であっても、当該年度中は当該区分により算定することができる。 

なお、３月には改めて当該年度の職員の割合を算出し、所定の割合を下回った場合は、

翌年度の算定区分等について、３月１５日までに届け出ること。 

② 前年度の実績が６か月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む）については、届出日の属する月の前３か月について、常勤換算方法により算出した

平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につい

ては、４か月目以降届出が可能となるものであること。 

③ ②の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３か月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに当該加算の取り下げ
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の届出を行うこと。 

④ 介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

⑤ 指定介護予防通所サービスを利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、

介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数については、同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異な

る職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数も通算できる。 

⑧ 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含め

ることができる。 

⑨ サービス提供体制強化加算は、複数の加算区分を同時に算定することはできない。 

 

１３ 選択的サービス複数実施加算 

（１）単位数  

加算区分 単位数 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） ４８０単位/月 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） ７００単位/月 

 

 （２）算定要件 

次に掲げる基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所サービス

事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上

サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち複数のサービスを実施した場合に加

算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定してい

る場合は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

①  選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

(ア) 選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施していること。 

(イ) 利用者が指定介護予防通所サービスの提供を受けた日において、当該利用者に対し、

選択的サービスを行っていること。 

(ウ) 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを１か月につき２回以上

行っていること。 

  ② 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

   (ア) 利用者に対し、選択的サービスのうち３種類のサービスを実施していること。 

(イ) ①の(イ)及び(ウ)の基準に適合すること。 
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 （３）留意事項 

  ① 選択的サービス複数実施加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて

実施することにより、要支援者等の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービ

スを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定に当たっては次に掲げる

(ア)から(ウ)に留意すること。 

   (ア) 実施する選択的サービスごとに、５（２４ページ）、９（３１ページ）、１１（３６

ページ）に掲げる各選択的サービスの取扱いに従い適切に実施していること。 

   (イ) いずれかの選択的サービスを週１回以上実施すること。 

   (ウ) 複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択的サービ

スを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法

等について検討すること。 

② 選択的サービス複数実施加算は、（Ⅰ）と（Ⅱ）は同時に算定できない。 

③ 各選択的サービスを算定している場合は、選択的サービス複数実施加算の算定は不可。 

 

１４ 科学的介護推進体制加算 

（１） 単位数 

４０単位/月 

（２） 算定要件  

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通

所サービス事業所が、利用者に対し指定介護予防通所サービスを行った場合。 

① 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、口腔

機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の利用者

の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

② 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、指定介護予防通所サービスの提供に

当たって、①に規定する情報その他指定介護予防通所サービスを適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用していること。 

（３） 留意事項 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに(２)

①及び②に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定でき

るものであること。 

②  厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。） を用いて行うことと

する。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
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て」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４号厚生労働省老健局老人保健課長通知）

を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めること

が重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報

を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

(ア) 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する（Plan）。 

(イ) サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度

化防止に資する介護を実施する（Do）。 

(ウ) ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事

業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行 う（Check）。 

(エ) 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サ

ービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資

するため、適宜活用されるものである。 

 

１５ 事業所評価加算 

（１）単位数 

  １２０単位/月 

 

（２）算定要件 

   次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通

所サービス事業所において、評価対象期間内に選択的サービス（運動器機能向上サービス、

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス）を実施した利用者の割合及び要支援状態の

区分の維持又は改善が図られた利用者の割合が一定割合を超える場合において、当該評価

対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り、加算する。 

  ① 定員利用・人員基準に適合しているものとして、運動器機能向上サービス、栄養改善

サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。 

② 評価対象期間内における指定介護予防通所サービス事業所の利用実人員数が１０名以

上であること。 

③ 評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数 

評価対象期間内に指定介護予防通所サービスを 

利用した者の数 

≧ ０．６ 
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④    要支援状態区分の維持者数 ＋ 改善者数×２ 

評価対象期間内に選択的サービスを３か月以上利用し、 

その後に更新・変更認定を受けた者の数 

（３）留意事項 

 ① 評価対象期間とは、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月ま

での期間（基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年１

２月までの期間）をいう。 

 ② 選択的サービスの加算の届出を行い、指定介護予防通所サービスを提供している事業

所において、翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合には、各年１０月１５日

までに市長に届出を行う必要がある。 

 ③ ②の届出は１度行えば、再度の届出は不要であるが、算定を希望しなくなった場合に

はその旨の届出が必要となる。 

 

１６ 介護職員処遇改善加算  ※支給区分限度額管理の対象外 

（１）単位数 

加算区分 単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
Ⅰの１及びⅡの１から１５までにより算定し

た単位数の５．９％に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
Ⅰの１及びⅡの１から１５までにより算定し

た単位数の４．３％に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
Ⅰの１及びⅡの１から１５までにより算定し

た単位数の２．３％に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 
（Ⅲ）より算定した単位数の９０％に相当する

単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 
（Ⅲ）より算定した単位数の８０％に相当する

単位数 

 

（２）算定要件 

   厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）第１３６号（第４８

号準用）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出

た指定介護予防通所サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所サービスを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間（（Ⅳ）及び（Ⅴ）

については、令和４年３月３１日までの間）、（１）の右側に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、（１）の左側に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

（１）の左側に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（３）留意事項 

≧ ０．７ 
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   介護職員処遇改善加算の内容については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定

処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令

和３年３月１６日老発０３１６第４号）を参照すること。 

 

１７ 介護職員等特定処遇改善加算  ※支給区分限度額管理の対象外 

（１）単位数 

加算区分 単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
Ⅰの１及びⅡの１から１５までにより算定した

単位数の１．２％に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 
Ⅰの１及びⅡの１から１５までにより算定した

単位数の１％に相当する単位数 

 

（２）算定要件 

   厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）第１３７号（第４８

号の２準用）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届

け出た指定介護予防通所サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所サービスを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い所定単位数に加算する。ただし、（１）の左

側に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、（１）の左側に掲げるその他

の加算は算定しない。 

 

（３）留意事項 

   介護職員等特定処遇改善加算の内容については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員

等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（令和３年３月１６日老発０３１６第４号）を参照すること。 

 

１８ 加算算定に当たっての留意事項 

各種加算、減算の市長への届出の必要性については、下表のとおり。 

それぞれの加算や減算の算定要件及び趣旨について、事前に重要事項説明書等により利用者

に説明し、同意を得ておく必要がある。 

 

  加算、減算 市長への届出（体制届） 

１ 同一建物減算 不要 

２ 定員超過利用減算 不要 

３ 人員基準欠如減算 不要 

４ 生活機能向上連携加算 要 

５ 運動器機能向上加算 要 

６ 生活機能向上グループ活動加算 要 
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７ 若年性認知症利用者受入加算 要 

８ 栄養アセスメント加算 要 

９ 栄養改善加算 要 

１０ 口腔・栄養スクリーニング加算 不要 

１１ 口腔機能向上加算 要 

１２ サービス提供体制強化加算 要 

１３ 選択的サービス複数実施加算 要 

１４ 科学的介護推進体制加算 要 

１５ 事業所評価加算（申出） 要 

１６ 介護職員処遇改善加算 要 

１７ 介護職員等特定処遇改善加算 要 
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元気向上通所サービスに係る第１号支給費 

Ⅰ 基本報酬 

 １ 単位数 

介護予防サービス計画等において元気向上通所サービスが必要とされた利用者に対し

て、指定元気向上通所サービス事業所において、元気向上通所サービスを行った場合に、

利用者の状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

利用者状態区分 
単位数 

利用可能回数 
２時間以上３時間未満 ３時間以上５時間未満 

事業対象者 

１６８単位/回 １８３単位/回 

８回/月 要支援１ 

要支援２ ３３５単位/回 ３７６単位/回 

 

 ２ 留意事項 

 （１）元気向上通所サービスの内容 

元気向上通所サービスにおいて提供できるサービスは、次のとおりとする。 

  ① 利用者の心身機能の維持回復を図るだけでなく、生活機能及び社会参加をみすえた幅

広い機能訓練 

  ② 援助が必要な利用者に対する入浴介助 

【入浴介助における留意点】 

(ア) 入浴介助については、地域包括支援センター等及び元気デイ事業所のアセスメント

により必要性を判断し、ケアプラン及び個別サービス計画書へ位置付けること。 

② 入浴介助の範囲は、直接触れて行う介助のほか、観察も含まれる。 

 「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援

や日常生活動作能力等の向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて

介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認等を行うものである。 

③ 改善の可能性がある利用者に対して入浴介助を行う場合は、運動器機能向上加算の

算定の有無に関わらず、入浴介助と並行して入浴動作に関する機能訓練を行うよう努

めること。 

④ 入浴介助の必要がない場合の自費による入浴の提供は引き続き可能とする。 

 （入浴介助の必要がない場合とは、転倒の危険等もなく、運動後の汗を流したいだけ

の場合をいう。） 
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 （２）元気向上通所サービスの利用時間 

   利用時間は、利用者の心身状態に応じて２時間以上３時間未満又は３時間以上５時間未

満とする。 

   なお、送迎の時間は利用時間に含まれない。 

 

 （３）他のサービス利用の相互関係 

① 利用者が次のサービスを受けている間は、元気向上通所サービス費は算定しない。 

ア 介護予防特定施設入居者生活介護 

イ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

ウ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

エ 介護予防短期入所生活介護 

オ 介護予防短期入所療養介護 

カ 短期集中通所サービス 

 

  ② 利用者の状態区分が、事業対象者又は要支援１である場合、当該利用者が介護予防通

所サービスを受けている間は、元気向上通所サービス費は算定しない。 

   ⇒事業対象者、要支援１の利用者は介護予防通所サービスとの併用はできない。 

 

（４）複数事業所の利用 

同時に複数の指定元気向上通所サービス事業所の利用は可能。 

ただし、１か月で利用できる事業所は４つまでとする。 

 

（５）サービス利用中の医療機関受診について 

介護予防通所サービスと同様。（１９ページを参照。） 

 

（６）共生型介護予防通所サービスの報酬について 

・ 指定生活介護事業所 

所定単位数の 100 分の 93 

・ 指定自立訓練事業所 

所定単位数の 100 分の 95 

・ 指定児童発達支援事業所 

所定単位数の 100 分の 90 

・ 指定放課後等デイサービス事業所 

所定単位数の 100 分の 90 

 

Ⅱ 加算、減算 

 １ 同一建物減算 

介護予防通所サービスと同様。 

※１９ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 
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 ２ 定員超過利用減算 

介護予防通所サービスと同様。 

※５５ページ「定員超過利用・人員基準欠如について」を参照 

 

 ３ 人員基準欠如減算 

介護予防通所サービスと同様。 

※５５ページ「定員超過利用・人員基準欠如について」を参照 

 

４ 生活機能向上連携加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※２１ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

５ 運動器機能向上加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※２４ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

 ６ 生活機能向上グループ活動加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※２６ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

 ７ 若年性認知症利用者受入加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※２９ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

８ 栄養アセスメント加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※２９ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

９ 栄養改善加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※３１ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

１０ 口腔・栄養スクリーニング加算 

介護予防通所サービスと同様。 
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※３３ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

１１ 選択的サービス複数実施加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※４０ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

１２ 口腔機能向上加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※３６ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

ただし、口腔ケア加算、口腔スクリーニング加算と同時算定はできない。 

 

１３ 口腔ケア加算  【久留米市独自加算】 

（１）単位数 

利用者状態区分 単位数 

事業対象者 
１５単位/回 

要支援１ 

要支援２ ２０単位/回 

 

 （２）算定要件 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定元気向上通

所サービス事業所が、利用者に対し、口腔ケアを実施した場合に加算する。ただし、口腔

機能向上加算を算定している場合は、算定しない。 

① 指定元気向上通所サービス事業所としての口腔ケアプログラムを作成していること。 

② 歯科医師、言語聴覚士又は歯科衛生士による研修を年２回以上受講した、介護職員又

は機能訓練指導員その他の職種の者が、利用者に対し、①の口腔ケアプログラムに沿っ

た口腔ケアを通所型サービス計画に位置づけた上で行っていること。 

 

 （３）留意事項 

① 口腔ケアに関する研修は、講義又は実技とし、事業所内研修、法人内研修及び外部研

修のいずれの方法でもよい。いずれの場合も研修時間は１回あたり１時間以上とする。 

② 初めて加算を算定する場合や新規に職員が入職した場合は、算定前や新規入職時に研

修を１回受講していれば口腔ケアを行い、加算を算定することができるが、加算算定開

始から半年以内を目途に２回目の研修を受講すること。 

③ 事業所に配置されている言語聴覚士や歯科衛生士についても、各職能団体主催の研修

等を年２回以上受講し、最新の情報や技能を取得するよう努めること。 
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④ 口腔ケアに関する研修については、『元気向上通所サービスにおける口腔ケア研修受講

状況記録』に記録し、研修資料とともに適切に保管すること。 

⑤ 研修を受講した職員による口腔ケアの提供がなされているかを確認するため、研修 

受講状況記録と合わせて、業務日誌やサービス提供記録等で、どの介護職員が口腔ケア

を提供したのかを記録しておくこと。 

 

１４ 科学的介護推進体制加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※４１ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

１５-１ 軽度化加算（Ⅰ）  【久留米市独自加算】 

（１）単位数 

 ５０単位 × 最大１０か月分 

 （２）算定要件 

当該事業所による元気向上通所サービスを利用している事業対象者又は要支援１の利

用者が、認定更新の結果、非該当となった場合や心身状態の改善により、当該元気向上通

所サービス事業所の利用を終了した場合に、５０単位に当該元気向上通所サービス事業所

を利用した月数（最大１０か月分を限度とする。）を乗じた単位数を算定する。 

なお、当該元気向上通所サービス事業所において、当該加算を算定したことがある利用

者においては再算定できない。ただし、前回算定から２年以上経過している場合はその限

りでない。 

 

１５-２ 軽度化加算（Ⅱ）イ  【久留米市独自加算】 

（１）単位数 

 １００単位 × 最大５か月分 

 （２）算定要件 

当該事業所による元気向上通所サービスを利用している要支援２の利用者が、認定更新

の結果、要支援１となった場合に、１００単位に当該元気向上通所サービス事業所を利用

した月数（最大５か月分を限度とする。）を乗じた単位数を算定する。ただし、軽度化加

算（Ⅱ）ロを算定している場合は、算定しない。 

なお、当該元気向上通所サービス事業所において、当該加算を算定したことがある利用

者においては再算定できない。ただし、前回算定から２年以上経過している場合はその限

りでない。 
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１５-３ 軽度化加算（Ⅱ）ロ  【久留米市独自加算】 

（１）単位数 

 １００単位 × 最大１０か月分 

 

 （２）算定要件 

当該事業所による元気向上通所サービスを利用している要支援２の利用者が、認定更新

の結果、非該当となった場合や心身状態の改善により当該元気向上通所サービス事業所の

利用を終了した場合に、１００単位に当該元気向上通所サービス事業所を利用した月数

（最大１０か月分を限度とする。）を乗じた単位数を算定する。ただし、軽度化加算（Ⅱ）

イを算定している場合は、算定しない。 

なお、当該元気向上通所サービス事業所において、当該加算を算定したことがある利用

者においては再算定できない。ただし、前回算定から２年以上経過している場合はその限

りでない。 

 

 （３）留意事項  ※（Ⅰ）、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ共通 

① 「最大５か月（１０か月）を限度とする。」とは、利用期間に応じた月数を算定するこ

とができるということである。 

（例１：３か月の利用で軽度化加算Ⅰの要件を満たした場合、１５０単位（５０単位×

３か月分）の算定が可能。） 

（例２：１５か月の利用で軽度化加算（Ⅱ）ロの要件を満たした場合、１０００単位（１

００単位×１０か月分）の算定が可能。） 

② ①の利用期間は、給付管理を行った月数で判断し、かならずしも連続した月である必

要はない。利用者と事業所の契約が継続しており、サービスの利用がある月数で判断す

る。 

③ 軽度化加算（Ⅱ）イを算定した月から１０か月を経過する前に、軽度化加算（Ⅱ）ロ

の算定要件を満たした場合、１０か月分を算定すると軽度化加算（Ⅱ）イとの重複算定

となるため、軽度化加算（Ⅱ）イを算定した月から経過した月数分のみを算定可能とす

る。 

なお、軽度化加算（Ⅱ）イの算定前の利用月数は、軽度化加算（Ⅱ）ロの算定月数に

含めることはできない。 

（例：６月に軽度化加算（Ⅱ）イを算定した利用者が、１２月に軽度化加算（Ⅱ）ロの

要件を満たした場合、７月から１２月の６か月分として６００単位（１００単位

×６か月分）を算定する。） 

 

 （４）利用者負担  ※（Ⅰ）、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ共通 

軽度化加算については、給付率を 100％とし、利用者負担は発生しない。 
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 （５）軽度化加算算定手順 

   軽度化加算については、市へ届出してからの請求となると、サービスの利用終了等によ

り請求できなくなる可能性があるため、事業所の自己判定により請求した後、市へ加算算

定届出書を提出する事後届方式とする。 

① 事業所は算定要件を満たしていることを自己判定する。 

② 事業所は加算の請求をするとともに、市へ軽度化加算算定届出書を関係書類とともに

提出する。 

③ 市は、算定要件を満たしているか、過去に算定したことがないかを確認する。 

④ 市が軽度化加算算定届出書を確認の結果、算定が認められない場合は、請求を取り下

げるよう事業所へ通知する。 

※「軽度化加算算定届出書」は共通事項２６ページを参照。 

 

１６ 事業所評価加算 

介護予防通所サービスと同様。 

※４２ページを参照。「介護予防通所サービス」を「元気向上通所サービス」と読替える。 

 

 １７ 加算算定に当たっての留意事項 

各種加算、減算の市長への届出の必要性については、下表のとおり。 

それぞれの加算や減算の算定要件及び趣旨について、事前に重要事項説明書等により利

用者に説明し、同意を得ておく必要がある。 

  加算、減算 市長への届出（体制届） 

１ 同一建物減算 不要 

２ 定員超過利用減算 不要 

３ 人員基準欠如減算 不要 

４ 生活機能向上連携加算 要 

５ 運動器機能向上加算 要 

６ 生活機能向上グループ活動加算 要 

７ 若年性認知症利用者受入加算 要 

８ 栄養アセスメント加算 要 

９ 栄養改善加算 要 

１０ 口腔・栄養スクリーニング加算 不要 

１１ 選択的サービス複数実施加算 要 

１２ 口腔機能向上加算 要 

１３ 口腔ケア加算 要 

１４ 科学的介護推進体制加算 要 

１５ 軽度化加算 事後届が必要 

１６ 事業所評価加算（申出） 要 
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    短期集中通所サービスに係る第１号支給費 

Ⅰ 基本報酬 

 １ 単位数 

介護予防サービス計画等において指定短期集中通所サービスが必要とされた利用者に

対して、指定短期集中通所サービス事業所において、指定短期集中通所サービスを行った

場合に、利用者の状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

利用者状態区分 
単位数 

１～３か月目 ４～６ヶ月目 

事業対象者 

１，６６４単位/月 １，１６５単位/月 

要支援１ 

要支援２ ３，４１２単位/月 ２，３８８単位/月 

 

 ２ 留意事項 

 （１）指定短期集中通所サービスの内容 

   生活機能が低下し始めている利用者に対し、リハビリテーション専門職による短期間の

集中的なプログラムにより、状態を改善・向上させ、居宅や地域での健康で充実した日

常生活を送ることができるよう支援する。 

 

 （２）指定短期集中通所サービスの利用期間と利用時間 

  ① 利用期間は原則として連続した３か月以内。ただし、延長が必要と認められた場合に

は３か月の延長が可能。 

  ② 利用時間は１回につき１時間以上３時間未満で週２回程度とする。 

   なお、送迎の時間は利用時間に含まれない。 

 （３）月途中からの利用等 

   指定短期集中通所サービスの単位は、利用者との契約日を起算日として算定する。 

  ① 月初に契約し、月末で終了した場合は、３か月間（延長した場合は６か月間）を月額

報酬で算定する。 

   （例：要支援１で契約期間が２月１日から４月３０日の場合） 

算定月 算定単位 

２月 １，６６４単位 

３月 １，６６４単位 

４月 １，６６４単位 
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  ② 月途中に契約し、月途中で終了した場合は、初月と最終月を日割りで算定する。 

（例：要支援１で契約期間が４月１５日から７月１４日の場合） 

算定月 算定単位  

４月   ８８０単位 ５５単位×１６日分 

５月 １，６６４単位  

６月 １，６６４単位  

７月   ７７０単位 ５５単位×１４日分 

 

（４）他のサービス利用の相互関係 

① 利用者が次のサービスを受けている間は、短期集中通所サービス費は算定しない。 

ア 介護予防特定施設入居者生活介護 

イ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

ウ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

エ 介護予防短期入所生活介護 

オ 介護予防短期入所療養介護 

カ 介護予防通所サービス 

キ 元気向上通所サービス 

 

（５）複数事業所の利用 

同時に複数の指定短期集中通所サービス事業所の利用はできない。 

 

（６）サービス利用中の医療機関受診について 

介護予防通所サービスと同様。（１９ページを参照。） 

 

 

Ⅱ 加算、減算 

 短期集中通所サービスには、加算及び減算は適用されない。 
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定員超過利用・人員基準欠如について 

 １ 概要 

指定介護予防通所サービス及び指定元気向上通所サービスについては、定員超過利用及

び人員基準欠如に関して減算することとしているが、この場合の留意事項は、指定居宅サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年 3 月 1 日老企第 36

号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。）によるものとす

る。 

 ２ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

〔留意事項通知第２の７（２２）〕 

（１）当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対

し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び

看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成 12 年厚生省告示第 27 

号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）において、定員超過利用の基準及び単

位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を

確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

 

（２）この場合の利用者の数は、１月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、１

月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提

供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。こ

の平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。 

 

（３）利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当するこ

ととなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、

利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算

定される。 

 

（４）都道府県知事または市町村長は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、そ

の解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する

場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

 

（５）災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超

過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継

続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の

減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超
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過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を

行うものとする。 

   また、この場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者については、

その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。 

 

【指定元気向上通所サービスの利用定員の取扱いについて】 

指定通所介護と一体的に運営されている通所型サービスにおける利用定員は、指定通

所介護及び指定介護予防通所サービスは合算で、指定元気向上通所サービスは独自に定

めることとしている。 

したがって、指定通所介護及び指定介護予防通所サービスで利用定員が超過利用とな

る場合は、指定通所介護及び指定介護予防通所サービスが減算の対象となり、指定元気

向上通所サービスの利用定員が超過利用となる場合は、指定元気向上通所サービスが減

算の対象となる。 

 

 ３ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

〔留意事項通知第２の７（２３）〕 

（１）当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回って

いる、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等

の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしていると

ころであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準

欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

 

（２）人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。 

① 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職員の平均

は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除し

て得た数とする。 

② 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数（サービス提供

時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等

に関する基準について」〔平 11.9.17 老企第 25 号〕第３の６の１(1)、または、「指定

地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」〔平

18.3.31 老計発第 0331004 号〕第３の２の２の１(1)を参照すること。）を用いる。こ

の場合、１月間の勤務延時間数は、配置された職員の１月の勤務延時間数を、当該月に

おいて本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。 

③ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の

算定方法に規定する算定方法に従って減算される。 

・（看護職員の算定式） 
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サービス提供日に配置された延べ人数 

サービス提供日数 

・（介護職員の算定式） 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

④ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至っ

た月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算

定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至ってい

る場合を除く。）。 

・（看護職員の算定式） 

      サービス提供日に配置された延べ人数 

サービス提供日数 

・（介護職員の算定式） 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

（３）都道府県知事または市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増

員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、

特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。 

 

【指定通所介護と一体的に運営されている場合の取扱いについて】 

指定通所介護と一体的に運営されている通所型サービスにおける人員基準欠如減算

については、それぞれ必要となる職員（勤務時間）の合計に対して実際の職員配置が人

員欠如となる場合、一体的に運営している以上、それぞれのサービスの提供や利用者の

処遇に支障があると考えられる。したがって、全てのサービスが減算の対象となる。 

 

＜ ０．９ 

＜ ０．９ 

＜ １．０ ０．９≦ 

＜ １．０ ０．９≦ 


